
                                 令和４年１１月１３日 

狛江市商工会 会員事業所 御中 
 

狛 江 市 商 工 会 

 

永年勤続優良従業員表彰のお知らせ 
 

 商工会新年賀詞交歓会において、永年勤続の優良従業員の表彰を行います。以下の規程

に該当する貴事業所の従業員をご推薦いただきますようご案内申し上げます。 

 

■申 込 要 領   同封の申込書に下記の負担金を添えて商工会窓口にてお申込み下さい。 

・３，０００円（ ５年勤続……５年以上１０年未満） 

・５，０００円（１０年勤続…１０年以上１５年未満） 

・７，０００円（１５年勤続…１５年以上） 

 

申込締切  令和４年１２月２７日（火） 

 

■表 彰 式  今年度は新年賀詞交歓会内にて表彰させていただきます。 
               被表彰者の方は賀詞交歓会へのご出席をご案内いたします。 

（欠席された方の表彰状・記念品は、１月１８日以降に商工会にてお渡しいたします） 

 

■備 考    ※新型コロナウィルス感染者の拡大状況によっては、賀詞交歓会及び 

表彰式が中止となる場合がございます。予めご了承のうえお申し込み 

いただきますようお願い致します。 
 

■お問合わせ  狛江市商工会 ０３－３４８９－０１７８ 担当：花岡・松本 

 

 

 

 

狛江市商工会 永年勤続優良従業員表彰規程（抜粋） 

 

（表彰の範囲）第３条  

 表彰の範囲は、商工会の会員事業所に勤務する従業員で、第５条に規定する要件を備えた者とする。 

（表彰の時期及び方法）第４条 

 表彰の時期は、毎年総代会開催日とし、その方法は商工会会長（以下「会長」という）名による表

彰状及び記念品を授与して、これを行うものとする。 

（被表彰者の要件）第５条 

 被表彰者は、次の各号の一つに該当し、かつ勤務成績等が良好で他の模範とされるものであること。

ただし、事業主と生計を共にする家族従業員は除くものとする。 

（１）同一事業所において、勤続年数５年以上勤務し、かつ表彰日現在引き続き勤務していること。 

（２）同一事業所において、勤続年数 10年以上勤務し、かつ表彰日現在引き続き勤務していること。 

（３）同一事業所において、勤続年数 15年以上勤務し、かつ表彰日現在引き続き勤務していること。 

（勤続年数の端数）第６条  

 第７条に規定する基準日において１ヶ月に満たない端数は、１ヶ月とする。 

（表彰基準日）第７条 

 第５条各号に掲げる勤続年数の基準日は、毎年４月１日とする。 



 

  年  月   日 
 

狛 江 市 商 工 会 

会長 佐藤 高志 宛 

      事 業 所 名                 

 

      代 表 者 名                   

 

      事業所住所                

 

      電 話 番 号                   

 

永年勤続優良従業員表彰 

推薦書 兼申込書 
被推薦者１ 

お 名 前 
(かな) 

生年月日 

□昭和    

年   月  日 

□平成   

入 社 年 月 

□昭和 

年   月 

□平成      

勤続年数 

□   ５年 勤続 

□ １０年 勤続 

□ １５年 勤続 

  

 

被推薦者２ 

お 名 前 
(かな) 

生年月日 

□昭和    

年   月  日 

□平成   

入 社 年 月 

□昭和 

年   月 

□平成      

勤続年数 

□   ５年 勤続 

□ １０年 勤続 

□ １５年 勤続 

 

 

被推薦者３ 

お 名 前 
(かな) 

生年月日 

□昭和    

年   月  日 

□平成   

入 社 年 月 

□昭和 

年   月 

□平成      

勤続年数 

□   ５年 勤続 

□ １０年 勤続 

□ １５年 勤続 

  

 

 


